
第 5回月刊バスケットボールカップ U-15大会 2022 

新型コロナウイルス感染症拡大対策マニュアル 

１ はじめに 

  本大会に参加する各チーム・役員・関係者等全ての皆様におかれましては、本マニュアルに従い感染予防並びに 

感染拡大防止を徹底し、安全・安心で円滑な大会運営にご協力いただきますようお願いいたします。 

なお、本マニュアルは、現時点で得られている知見等に基づいて作成しています。今後の新型コロナウイルスの 

感染状況等により、随時見直すことがあり得ることをご了承ください。 

 

２ 大会参加の要件 

（１） 本大会への参加は、次のA～Cに該当していないこととする。 

 選手等※１の状況 対  応 

Ａ 感染者（陽性者：みなしも含む）である ・当該選手等については、保健所の指示による自宅

等における療養期間中の大会参加を認めない Ｂ 濃厚接触者である 

Ｃ 感染の疑いがある ※２ ・当該選手等については、大会参加を自粛する 

 ※１ 選手等：選手、チームスタッフ（ＨＣなどのチーム帯同者） 

 ※２ 「感染の疑い」とは、「①発熱、②咳、のどの痛みなど風邪の症状、③だるさ（倦怠感）、 

息苦しさ（呼吸困難）、④味覚・臭覚異常のいずれかを含む体調不良」 

 

＜大会期間前の対応＞ 

① 大会参加前1週間以内の感染の疑いについては、医療機関において「感染の疑いなし」と診断を受けた場合 

のみ参加を認める（症状が治まっていることが前提） 

 

＜大会期間中の対応＞ 

① 原則、上記表のとおりの対応とする 

② 大会期間中に感染者（陽性者）が確認された場合 

・当該選手等が所属するチームの大会参加は認めず、棄権とする。 

③ 大会期間中に感染の疑いが生じた場合 

・当該の選手等は大会参加を自粛し、医療機関を受診する。 

・当該の選手等が所属するチームは、次に来場する時間までに医療機関において「当該選手等の感染の疑い

なし」と診断を受けない限りは大会参加を自粛する。 

 ※上記について、抗原検査キットを使用する場合、チームで準備する。（大会本部で購入することも可） 

 

＜大会終了後の対応＞ 

① 大会終了後１週間以内に大会参加者にＡ：感染者（陽性者）が確認された場合は、速やかに大会実行委員会

へ報告すること。（報告者：当該チームの責任者） 

② 上記①に該当したチームの責任者は必要に応じて選手等の「行動履歴」や「健康観察記録」をすぐに提出でき

るよう整えておくこと。 

 

３ 感染症対策の具体 

（１） 提出物 

① 選手、チームスタッフ及び保護者は、大会７日前からの検温・健康状態を記録し、チーム代表者に提出する 

（様式１） 

② チーム代表者は、チーム全員の健康申告をまとめて、大会当日（受付）に提出する（様式２） 

③ 日によって入れ替わる者（②に名前のないチームスタッフ、保護者）については、来場する日に個別に健康

申告書を提出する（様式３） 
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（２） 申告 

① チーム代表者は、選手・スタッフの健康状態を正しく把握し、偽りなく大会本部へ申告する（受付時） 

 

４ 大会運営上の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策 

（１）マスク着用について 

①全ての関係者に対し、常時（不織布）マスクの着用を義務づける。ただし、ウオームアップや試合を行う選手に 

ついては、この限りではない。 

（２）手洗いの徹底について 

①全ての関係者にこまめな手洗いを義務づけるとともに、実行委員会は、十分な量の石けん等を準備する。 

（３）検温について 

①各会場入口に非接触型体温計を設置し、３７.５℃以上の者は、入場させない。 

（４）手指及び共用施設・備品等の消毒について 

① 全ての関係者に対し、会場入場時の手指消毒を義務づけるとともに、会場内においても、適宜、手指消毒を 

求める。 

② 試合をする選手には、試合前後に手指の消毒を義務づける。 

③ 共用施設・備品は、係員が適宜巡回の上、定期的に消毒を行う。 

（５）試合会場（フロア）への入場制限について 

  ①フロアへは、試合を行うチーム及び係員（T.O.、モッパー、得点版等）のみの入場とする 

② フロアでは、各チームコーチ等の監督の下、まとまって行動すること。 

（ただし密にならないよう適度な間隔を保つよう留意する。） 

 （６）試合中（全ての間）の発声について 

①ベンチからの大声での指示や指導、声援は禁止する（審判員には注意と退場の権限を与える）。 

（７）観覧席からの発声について 

①観覧席からの発声を禁止する（選手への激励、健闘を称える場合は拍手で行う）。 

主催者等による注意を守らない場合は退場を宣告する。 

（８）飲食場所について 

①飲食場所は、観覧席のみとし、十分な間隔を空けて飲食を行う。 

   ※新型コロナウイルスの感染状況によって変更の場合あり。 

（９）換気について 

  ①二酸化炭素濃度計を試合会場に設置し、適宜換気の状態モニタリングを行う。 

状況に応じて試合を中断し換気タイムを設ける場合がある。 

（10）その他 

① 円陣、ハイタッチ等、ソーシャルディスタンスが確保できない競技以外の行為を禁止する。 

② 他人との共有使用（ペットボトル、コップ、タオル等）を全て禁止する。 

 

５ 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に係る大会運営上の変更点 

（１） フロアの保護者席の廃止 

① フロア（コート横）の保護者席を廃止する 

② ２階観覧席のコート上の前方を「保護者観覧席」とする 

③ 「保護者観覧席」は、対象チームが試合を行なう場合のみ使用し、試合終了後は消毒をしたうえで 

速やかに交替する 

 

（２）開会式の簡略化 

 ① 開会式へは、チームから代表で１名の選手のみでの参加とする 

 

６ おわりに 

 不測の事態が発生した場合、または本マニュアルに定めのない事項についても、大会運営本部の指示に従うこと。 


